
令和6年2月5日
Ⅰ-5
法令上の根拠

番号法第９条第１項　別表第一の１６の項、番号
法別表第一の主務省令で定める事務を定める
命令　第１６条、番号法第９条第２項及び札幌市
個人番号利用条例（平成２７年１０月６日条例第
４２号。以下「利用条例」という。）

番号法第９条第１項　別表第一の16の項、番号
法別表第一の主務省令で定める事務を定める
命令　第16条
番号法第９条第２項に基づく札幌市個人番号利
用条例（平成27年10月６日条例第42号。以下
「利用条例」という。）第４条第２項、第３項

事後
文言整理のため、重要な変更
には当たらない。

令和6年2月5日

Ⅰ-2
システム14
②システムの機能

２　機構（※）への情報照会
全国サーバーに対して住民票コード、個人番号
又は４情報の組合せをキーとした本人確認情報
照会要求を行い、該当する個人の本人確認情
報を受領する。

※機構…地方公共団体情報システム機構のこ
と。地方公共団体情報システム機構法（平成25
年法律第29号）に基づく地方共同法人。住民基
本台帳ネットワークシステムの運営、総合行政
ネットワーク（LGWAN）の運営、個人番号カード
の作成業務、地方公共団体の情報化推進、情
報セキュリティ対策への支援及び人材育成への
支援を行っている。

２　地方公共団体情報システム機構（※）への情
報照会
全国サーバーに対して住民票コード、個人番号
又は４情報の組合せをキーとした本人確認情報
照会要求を行い、該当する個人の本人確認情
報を受領する。

※地方公共団体情報システム機構…地方公共
団体情報システム機構法（平成25年法律第29
号）に基づく地方共同法人。住民基本台帳ネット
ワークシステムの運営、総合行政ネットワーク
（LGWAN）の運営、個人番号カードの作成業務、
地方公共団体の情報化推進、情報セキュリティ
対策への支援及び人材育成への支援を行って
いる。

事後
文言整理のため、重要な変更
には当たらない。

令和6年2月5日

Ⅰ-2
システム7
②システムの機能

審査システム（eLTAX）は、総合行政ネットワー
ク（LGWAN）を通じて、インターネットと連携して
いる地方税ポータルセンタ（eLTAX）等の電子
データを送受信するシステムであり、次の機能を
有する。
１　審査システム（eLTAX）から税システムへの
連携
①　申告等データ（給与支払報告書、公的年金
等支払報告書、償却資産申告書等）
②　利用届出データ
③　申請・届出データ等の受領
２　税システムから審査システム（eLTAX）への
連携
①　プレ申告データ
②　特別徴収税額通知データ等

審査システム（eLTAX※）は、総合行政ネット
ワーク（LGWAN）を通じて、インターネットと連携
している地方税ポータルセンタ（eLTAX）等の電
子データを送受信するシステムであり、次の機
能を有する。
１　審査システム（eLTAX）から税システムへの
連携
①　申告等データ（給与支払報告書、公的年金
等支払報告書、償却資産申告書等）
②　利用届出データ
③　申請・届出データ等の受領
④　納付情報データの受領
２　税システムから審査システム（eLTAX）への
連携
①　プレ申告データ
②　特別徴収税額通知データ等

※eLTAX・・・地方税ポータルシステムの呼称。
地方公共団体が共同して運営する地方税共同
機構（以下「機構」という。）が開発・運用している
システムで、地方税に関する総合窓口として地
方税に関する様々な手続きを電子的に行う。地
方税ポータルセンタ、審査システム、国税連携シ
ステムなどから構成される。

事後

文言整理及びその他情報（特
定個人情報以外）に係る機能
の追加であり、リスクを相当程
度変動させるものではないと
考えられる変更のため、重要
な変更には当たらない。

令和6年2月5日

Ⅰ-2
システム3
②システムの機能

［〇］その他（審査システム（eLTAX）、国税連携
システム（eLTAX））

［〇］その他（審査システム（eLTAX）、国税連携
システム（eLTAX）、システム基盤（市中間サー
バ））

事後

誤字脱字の修正であり、重要
な変更にはあたらない（システ
ム10　システム基盤（市中間
サーバ）の記載との整合性を
図る）。

令和6年2月5日
Ⅰ-1
②事務の内容

≪左欄にある※について（以下、評価書中同
じ。）≫
特定個人情報保護評価指針の別表に定める重
要な変更の対象である記載項目である。
※の項目の変更については、特定個人情報保
護評価に関する規則第１１条及び特定個人情報
保護評価指針第６－２（２）で、個人のプライバ
シー等の権利利益に影響を与え得る特定個人
情報の漏えいその他の事態を発生させるリスク
を相当程度変動させるものではないと考えられ
る変更である場合を除き、評価を再実施すること
とされている。

≪左欄にある※について（以下、評価書中同
じ。）≫
特定個人情報保護評価指針（平成26年特定個
人情報保護委員会告示第４号）の別表に定める
重要な変更の対象である記載項目である。
※の項目の変更については、特定個人情報保
護評価に関する規則第11条及び特定個人情報
保護評価指針第６－２（２）で、個人のプライバ
シー等の権利利益に影響を与え得る特定個人
情報の漏えいその他の事態を発生させるリスク
を相当程度変動させるものではないと考えられ
る変更又は当該リスクを明らかに軽減させる変
更である場合を除き、評価を再実施することとさ
れている。

事後

文言整理及び特定個人情報
保護評価指針の改正に伴う文
言修正であり、重要な変更に
はあたらない。

令和6年2月5日
Ⅰ-1
②事務の内容

札幌市では、地方税法その他の地方税に関す
る法律及びこれらの法律に基づく条例により、地
方税の賦課、徴収事務を行っている。

行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律（平成２５年法律
第２７号。以下、「番号法」という。)別表第一の16
項により個人番号を利用することができるのは、
地方税法その他の地方税に関する法律及びこ
れらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴
収または地方税に関する調査（犯則事件の調査
を含む。）に関する事務であって主務省令で定め
るものとなっており、内閣府・総務省令では、地
方税の課税標準の更正若しくは決定、税額の更
正若しくは決定、納税の告知、督促、滞納処分
その他の地方税の賦課徴収に関する事務又は
地方税に関する調査（犯則事件の調査を含
む。）に関する事務と定められている。

札幌市では、地方税法（昭和25年法律第226号）
その他の地方税に関する法律及びこれらの法
律に基づく条例（以下「地方税法等」という。）に
より、地方税の賦課、徴収事務を行っている。

行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律（平成25年法律
第27号。以下「番号法」という。)別表第一の16項
により個人番号を利用することができるのは、地
方税法その他の地方税に関する法律及びこれ
らの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収
または地方税に関する調査（犯則事件の調査を
含む。）に関する事務であって主務省令で定め
るものとなっており、番号法別表第一の主務省
令で定める事務を定める命令では、地方税の課
税標準の更正若しくは決定、税額の更正若しく
は決定、納税の告知、督促、滞納処分その他の
地方税の賦課徴収に関する事務又は地方税に
関する調査（犯則事件の調査を含む。）に関する
事務と定められている。

事後
文言整理のため、重要な変更
には当たらない。

（別添３）変更箇所
変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和6年2月5日

Ⅲ-2　リスク3
入手の際の本人確認の措置
の内容

個人番号カード又は通知カードと身分証明書の
提示を受けることなどにより、必ず本人確認を行
う。

個人番号カードなどと身分証明書の提示を受け
ることなどにより、必ず本人確認を行う。

事後
文言整理のため、重要な変更
には当たらない。

令和6年2月5日

Ⅲ-2　リスク1
対象者以外の情報の入手を
防止するための措置の内容

１　窓口対応では、個人番号カード又は通知カー
ドと身分証明書の提示による本人確認を厳守す
ることで、対象者以外の情報の入手を防止す
る。

１　窓口対応では、個人番号カードなどと身分証
明書の提示による本人確認を厳守することで、
対象者以外の情報の入手を防止する。

事後
文言整理のため、重要な変更
には当たらない。

令和6年2月5日

Ⅱ-6　特定個人情報の保管・
消去
①保管場所

＜ｅＬＴＡＸシステム認定委託先事業者における
措置＞
１　「電気通信回線その他の電気通信設備に関
する技術基準及び情報通信の技術の利用にお
ける安全性及び信頼性を確保するために必要な
事項に関する基準（平成25年総務省告示第206
号、以下「技術基準」という。）」及び「認定委託
先事業者の認定等に関する要綱（平成25年6月
20日地電協制定、以下「認定要綱」という。）」に
定められた基準を満たすデータセンターにサー
バが設置され、このサーバ上に特定個人情報が
保管される。

＜ｅＬＴＡＸシステム認定委託先事業者における
措置＞
１　「電気通信回線その他の電気通信設備に関
する技術基準及び情報通信の技術の利用にお
ける安全性及び信頼性を確保するために必要な
事項に関する基準（平成25年総務省告示第206
号、以下「技術基準」という。）」及び「認定委託
先事業者の認定等に関する要綱（平成31年地
税機要綱第５号、以下「認定要綱」という。）」に
定められた基準を満たすデータセンターにサー
バが設置され、このサーバ上に特定個人情報が
保管される。

事後
引用する要綱の形式的な変更
であるため、重要な変更には
あたらない。

令和6年2月5日

Ⅱ-5
（別紙２）

 （別紙２）番号法第９条第２項及び条例第４条２
項、３項別表２に基づき情報移転する事務

 （別紙２）番号法第９条第２項に基づく利用条例
第４条第２項、第３項別表２に基づき情報移転す
る事務

事後
文言整理のため、重要な変更
には当たらない。

令和6年2月5日

Ⅱ-5
（別紙１）
項番107　厚生労働大臣

地方税関係情報であって主務省令で定めるもの
地方税関係情報又は住民票関係情報であって
主務省令で定めるもの

事後
番号法の一部改正に伴う文言
修正であり、重要な変更には
あたらない。

令和6年2月5日

Ⅱ-5
（別紙１）
項番106　独立行政法人日本
学生支援機構

地方税関係情報であって主務省令で定めるもの
地方税関係情報、住民票関係情報又は児童手
当関係情報であって主務省令で定めるもの

事後
番号法の一部改正に伴う文言
修正であり、重要な変更には
あたらない。

令和6年2月5日

Ⅱ-5
（別紙１）
項番97　都道府県知事又は保
健所を設置する市の長

地方税関係情報であって主務省令で定めるもの
地方税関係情報又は住民票関係情報であって
主務省令で定めるもの

事後
番号法の一部改正に伴う文言
修正であり、重要な変更には
あたらない。

令和6年2月5日

Ⅱ-5
（別紙１）
項番71　厚生労働大臣又は都
道府県知事

雇用対策法による職業転換給付金の支給に関
する事務であって主務省令で定めるもの

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用
の安定及び職業生活の充実等に関する法律に
よる職業転換給付金の支給に関する事務であっ
て主務省令で定めるもの

事後
番号法の一部改正に伴う文言
修正であり、重要な変更には
あたらない。

令和6年2月5日

Ⅱ-5
（別紙１）
項番53　市町村長

※記載漏れ

（情報照会者）市町村長
（事務）　知的障害者福祉法による障害福祉
サービス、障害者支援施設等への入所等の措
置又は費用の徴収に関する事務であって主務
省令で定めるもの
（情報提供者）市町村長
（特定個人情報）地方税関係情報、住民票関係
情報又は障害者自立支援給付関係情報であっ
て主務省令で定めるもの

事後
番号法の一部改正に伴う文言
修正であり、重要な変更には
あたらない。

令和6年2月5日

Ⅱ-5
（別紙１）
項番20　市町村長

※記載漏れ

（情報照会者）市町村長
（事務）　身体障害者福祉法による障害福祉
サービス、障害者支援施設等への入所等の措
置又は費用の徴収に関する事務であって主務
省令で定めるもの
（情報提供者）市町村長
（特定個人情報）地方税関係情報、住民票関係
情報又は障害者自立支援給付関係情報であっ
て主務省令で定めるもの

事後
番号法の一部改正に伴う文言
修正であり、重要な変更には
あたらない。

令和6年2月5日

Ⅱ-5
特定個人情報の提供・移転
提供・移転の有無

［〇］提供を行っている（60件） ［〇］提供を行っている（61件） 事後
誤字脱字の修正であり、重要
な変更にはあたらない。

令和6年2月5日

Ⅱ-4
委託事項6
①委託内容

地方税共同機構（以下「機構」という。）が運営す
る地方税ポータルセンタ（eLTAX）との間で行う
データ連携サービスの提供及び運用支援を実
施

機構が運営する地方税ポータルセンタ（eLTAX）
との間で行うデータ連携サービスの提供及び運
用支援を実施

事後
文言整理のため、重要な変更
には当たらない。

令和6年2月5日

Ⅱ-4
委託事項2
④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

［〇］紙 ［　］紙 事後
特定個人情報の提供方法を
減らす変更であり、重要な変
更には当たらない。

令和6年2月5日

Ⅱ-3
⑧使用方法
情報の突合

１　個人番号カード又は通知カードにより、正確
な本人確認と個人番号の真正性を確認する。

１　個人番号カードなどにより、正確な本人確認
と個人番号の真正性を確認する。

事後
文言整理のため、重要な変更
には当たらない。

令和6年2月5日
Ⅱ-3
⑤本人への明示

・地方税法その他の地方税に関する法律及び番
号法別表第二の２７項に規定されている。
・庁内連携による入手は番号法第９条第２項に
基づく条例において明示されている。

・地方税法その他の地方税に関する法律及び番
号法別表第二の27項に規定されている。
・庁内連携による入手は番号法第９条第２項に
基づく利用条例別表において明示されている。

事後
文言整理のため、重要な変更
には当たらない。

令和6年2月5日
Ⅰ-（別添１）
事務の内容

「納付」、「納付情報」、「税額通知等」の流れの
追加

事後

その他情報（特定個人情報以
外）の流れの追加であり、リス
クを相当程度変動させるもの
ではないと考えられる変更の
ため、重要な変更にはあたら
ない。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和6年2月5日
Ⅵ-2
④主な意見の内容

・本人の同意がなければ情報提供連携はできな
いのではないか。
・個人情報流出の危険があるので情報提供連
携するべきではない。
・業務委託・再委託に伴うリスクが大きい。

・業務委託先について、評価時点で決定してい
れば社名を記載すべき。
・特定個人情報の消去については、札幌市の担
当者が立会いのうえ物理的に破壊し、その記録
を残すべき。
・システムの不具合などで個人情報の漏えいが
あった場合には、直ちに公表し説明すべき。

事後
第三者点検を経た記載内容の
更新であるため、重要な変更
にはあたらない。

令和6年2月5日
Ⅵ-2
②実施日・期間

平成30年4月11日～5月10日 令和5年6月12日～7月11日 事後
第三者点検を経た記載内容の
更新であるため、重要な変更
にはあたらない。

令和6年2月5日
Ⅵ-1
①実施日

平成27年8月7日 令和5年12月11日 事後
第三者点検を経た記載内容の
更新であるため、重要な変更
にはあたらない。

令和6年2月5日

Ⅱ-6
特定個人情報の保管・消去
③消去方法

＜札幌市における措置＞
年に１回、保管年数を経過した情報を特定する
作業を行い、手動操作でデータベースから情報
を消去する。
＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置
＞
１　特定個人情報の消去は地方公共団体等から
の操作によって行われるため、通常、中間サー
バー・プラットフォームの保守・運用を行う事業所
が特定個人情報を消去することはない。
２　ディスク交換やハード更改等の際は、中間
サーバー・プラットフォームの保守・運用を行う事
業所が、保存された情報を読み出しできないよ
う、物理的破壊又は専用ソフト等を利用して完全
に消去する。

＜札幌市における措置＞
保管期間を経過した情報をシステムで自動判別
し、データベースから自動消去する。
＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置
＞
１　特定個人情報の消去は地方公共団体等から
の操作によって行われるため、通常、中間サー
バー・プラットフォームの保守・運用を行う事業所
が特定個人情報を消去することはない。
２　ディスク交換やハード更改等の際は、中間
サーバー・プラットフォームの保守・運用を行う事
業所が、保存された情報を読み出しできないよ
う、物理的破壊により完全に消去する。

事後

特定個人情報の漏えいその他
の事態を発生させるリスクを明
らかに軽減させる変更である
ため、重要な変更にはあたら
ない。

令和6年2月5日

Ⅱ-4
委託事項6
⑥委託先名

競争入札により決定する。 株式会社TKC 事後
評価時点での委託先名を反映
させたものであり、重要な変更
にはあたらない。

令和6年2月5日

Ⅱ-4
委託事項5
⑥委託先名

競争入札により決定する。 BIPROGY株式会社 事後
評価時点での委託先名を反映
させたものであり、重要な変更
にはあたらない。

令和6年2月5日

Ⅱ-4
委託事項3
⑥委託先名

競争入札により決定する。 株式会社HBA 事後
評価時点での委託先名を反映
させたものであり、重要な変更
にはあたらない。

令和6年2月5日

Ⅱ-4
委託事項1
⑥委託先名

競争入札により決定する。 株式会社HBA 事後
評価時点での委託先名を反映
させたものであり、重要な変更
にはあたらない。

令和6年2月5日
Ⅳ-1
②監査　具体的な内容

＜ｅＬＴＡＸシステム認定委託先事業者における
措置＞
技術基準及び認定要綱により、認定委託先事業
者は協議会による外部監査を受検することが定
められている。

＜ｅＬＴＡＸシステム認定委託先事業者における
措置＞
技術基準及び認定要綱により、認定委託先事業
者は機構による外部監査を受検することが定め
られている。

事後
組織の名称変更であるため、
重要な変更にはあたらない。

令和6年2月5日
Ⅳ-1
②監査　具体的な内容

＜中間サーバー･プラットフォームにおける措置
＞
運用規則等に基づき、中間サーバー・プラット
フォームについて、定期的に監査を行うこととし
ている。

＜中間サーバー･プラットフォームにおける措置
＞
地方公共団体情報システム機構機構処理事務
管理規程などに基づき、中間サーバー・プラット
フォームについて、定期的に監査を行うこととし
ている。

事後
文言整理のため、重要な変更
には当たらない。

令和6年2月5日

Ⅳ-1
①自己点検
具体的なチェック方法

＜中間サーバー･プラットフォームにおける措置
＞
運用規則等に基づき、中間サーバー･プラット
フォームの運用に携わる職員及び事業者に対
し、定期的に自己点検を実施することとしてい
る。

＜中間サーバー･プラットフォームにおける措置
＞
地方公共団体情報システム機構機構処理事務
管理規程などに基づき、中間サーバー･プラット
フォームの運用に携わる職員及び事業者に対
し、定期的に自己点検を実施することとしてい
る。

事後
文言整理のため、重要な変更
には当たらない。

令和6年2月5日

Ⅲ-6
リスク3
リスクに対する措置の内容

＜中間サーバー･ソフトウェアにおける措置＞
情報提供ネットワークシステムは、特定個人情
報保護委員会との協議を経て総務大臣が設置・
管理している。中間サーバーは、この情報提供
ネットワークシステムを使用した特定個人情報し
か入手できない設計になっている。そのため、照
会対象者の正確な特定個人情報を入手すること
が担保されている。

＜中間サーバー･ソフトウェアにおける措置＞
情報提供ネットワークシステムは、個人情報保
護委員会との協議を経て内閣総理大臣が設置・
管理している。中間サーバーは、この情報提供
ネットワークシステムを使用した特定個人情報し
か入手できない設計になっている。そのため、照
会対象者の正確な特定個人情報を入手すること
が担保されている。

事後
文言整理のため、重要な変更
には当たらない。

令和6年2月5日

Ⅲ-6
リスク2
リスクに対する措置の内容

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
情報提供ネットワークシステムは、特定個人情
報保護委員会との協議を経て総務大臣が設置・
管理している。中間サーバーは、この情報提供
ネットワークシステムを使用した特定個人情報し
か入手できない設計になっており、安全性を保っ
ている。

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
情報提供ネットワークシステムは、個人情報保
護委員会との協議を経て内閣総理大臣が設置・
管理している。中間サーバーは、この情報提供
ネットワークシステムを使用した特定個人情報し
か入手できない設計になっており、安全性を保っ
ている。

事後
文言整理のため、重要な変更
には当たらない。

令和6年2月5日

Ⅲ-3　特定個人情報の使用
その他のリスク及びそのリスク
に対する措置

１　一定時間操作が無い場合は、自動的にログ
アウトする。
２　スクリーンセーバを利用して、長時間にわた
り個人情報を表示させない。
３　端末のディスプレイを、来庁者から見えない
位置に置く。
４　事務処理に必要のない画面のハードコピー
は取得しない。

１　一定時間操作が無い場合は、自動的にログ
アウトする。
２　スクリーンセーバを利用して、長時間にわた
り個人情報を表示させない。
３　端末のディスプレイを、来庁者から見えない
位置に置く。
４　事務処理に必要のない画面のハードコピー
は取得しない。
５　特定個人情報の目視が不要なシステム（税
収納、税証明、税滞納整理）については、システ
ム画面に個人番号を表示しない。

事後

特定個人情報の漏えいその他
の事態を発生させるリスクを明
らかに軽減させる変更である
ため、重要な変更には当たら
ない。

令和6年2月5日

Ⅲ-2　リスク3
個人番号の真正性確認の措
置の内容

個人番号カード又は通知カードと身分証明書の
提示を受け、登録済みの基本４情報（氏名・住
所・性別・生年月日）と差異がないか比較するこ
とにより、個人番号の真正性を確認する。

個人番号カードなどと身分証明書の提示を受
け、登録済みの基本４情報（氏名・住所・性別・
生年月日）と差異がないか比較することにより、
個人番号の真正性を確認する。

事後
文言整理のため、重要な変更
には当たらない。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和6年3月18日
Ⅱ-（別添２）
（６）住民税関係（その４）

（追加） 森林環境税額 事前

森林環境税法の施行に伴う追
加であり、リスクを相当程度変
動させるものではないと考えら
れるため、重要な変更にはあ
たらない。

令和6年3月18日
Ⅱ-（別添２）
（２）証明関係

（追加） 森林環境税額 事前

森林環境税法の施行に伴う追
加であり、リスクを相当程度変
動させるものではないと考えら
れるため、重要な変更にはあ
たらない。

令和6年3月18日
Ⅱ-3
③入手の時期・頻度

１　識別情報：随時（変更時等）
２　連絡先等情報：随時（変更時等）
３　業務関係情報
①　国税関係情報：日次
②　地方税関係情報：随時（申告書受領時等）
③　生活保護情報：随時（受給開始時等）
④　医療保険関係情報、介護・高齢者福祉関係
情報：随時（申告書受領時等）
⑤　障害者福祉関係情報：随時（申告書受領時
等）
⑥　年金関係情報：随時（申告書受領時等）

１　識別情報：随時（変更時等）
２　連絡先等情報：随時（変更時等）
３　業務関係情報
①　国税関係情報：日次
②　地方税関係情報：随時（申告書受領時等）
③　生活保護情報：随時（受給開始時等）
④　医療保険関係情報、介護・高齢者福祉関係
情報：随時（申告書受領時等）
⑤　障害者福祉関係情報：随時（申告書受領時
等）
⑥　年金関係情報：随時（申告書受領時等）
⑦　戸籍関係情報（随時）

事前

番号法の改正により提供が開
始される特定個人情報の入手
時期等の追加であり、リスクを
相当程度変動させるものでは
ないと考えられるため、重要な
変更にはあたらない。

令和6年3月18日
Ⅱ-3
①入手元

［○］行政機関・独立行政法人等
（国税庁、給与支払者、日本年金機構その他公
的年金等支払者）

［○］行政機関・独立行政法人等
（国税庁、給与支払者、日本年金機構その他公
的年金等支払者、法務省）

事前

番号法の改正による入所元の
追加であり、リスクを相当程度
変動させるものではないと考え
られるため、重要な変更には
当たらない。

令和6年3月18日
Ⅰ-6
②法令上の根拠

（別表第二における情報照会の根拠）
第１欄（情報照会者）が「市町村長」のうち、第２
欄（事務）に「地方税法その他の地方税に関する
法律及びこれらの法律に基づく条例による地方
税の賦課徴収に関する事務であって主務省令
で定めるもの」が含まれる項（２７の項）

（別表第二における情報照会の根拠）
第１欄（情報照会者）が「市町村長」のうち、第２
欄（事務）に「地方税法その他の地方税に関する
法律及びこれらの法律に基づく条例又は森林環
境税及び森林環境譲与税に関する法律による
地方税又は森林環境税の賦課徴収に関する事
務であって主務省令で定めるもの」が含まれる
項（２７の項）

事前
番号法の一部改正に伴う文言
修正であり、重要な変更には
あたらない。

令和6年3月18日

Ⅰ-2
システム6
②システムの機能

地方税法等により課税された地方税の滞納整
理業務を支援するシステムであり、次の機能を
有する。

地方税法等により課税された地方税等の滞納
整理業務を支援するシステムであり、次の機能
を有する。

事前
森林環境税法の施行に伴う文
言修正であり、重要な変更に
はあたらない。

令和6年3月18日

Ⅰ-2
システム3
②システムの機能

地方税法等による地方税のうち個人市民税の
課税データの管理を行うシステムであり、次の機
能を有する。

地方税法等による地方税等のうち個人住民税
の課税データの管理を行うシステムであり、次の
機能を有する。

事前
森林環境税法の施行に伴う文
言修正であり、重要な変更に
はあたらない。

令和6年3月18日

Ⅰ-2
システム1
②システムの機能

地方税法等により課税された地方税の収納管
理を行うシステムであり、次の機能を有する。

地方税法等による地方税等のうち個人住民税
の課税データの管理を行うシステムであり、次の
機能を有する。

事前
森林環境税法の施行に伴う文
言修正であり、重要な変更に
はあたらない。

令和6年3月18日
Ⅰ-1
②事務の内容

１　個人住民税
地方税法等の法律に従い、個人住民税業務で
以下の事務を行う。
①当初課税準備として給与支払報告書総括表、
住民税申告書を作成し、送付する。
②課税情報（給与支払報告書、公的年金等支払
報告書、確定申告書、住民税申告書等）を受付
し、管理する。
③賦課決定、賦課更正した内容について納税義
務者に対して通知書を送付する。
④扶養是正調査、未申告調査を行う。
⑤証明書の交付申請に基づき所得（市・道民
税）証明書等を交付する。

１　個人住民税（森林環境税を含む）
地方税法等の法律に従い、個人住民税業務で
以下の事務を行う。
①当初課税準備として給与支払報告書総括表、
住民税申告書を作成し、送付する。
②課税情報（給与支払報告書、公的年金等支払
報告書、確定申告書、住民税申告書等）を受付
し、管理する。
③賦課決定、賦課更正した内容について納税義
務者に対して通知書を送付する。
④扶養是正調査、未申告調査を行う。
⑤証明書の交付申請に基づき所得（市・道民
税）証明書等を交付する。

事前
森林環境税法の施行に伴う文
言修正であり、重要な変更に
はあたらない。

令和6年3月18日
Ⅰ-1
②事務の内容

札幌市では、地方税法（昭和25年法律第226号）
その他の地方税に関する法律及びこれらの法
律に基づく条例（以下「地方税法等」という。)に
より、地方税の賦課、徴収事務を行っている。

行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律（平成25年法律
第27号。以下「番号法」という。)別表第一の16項
により個人番号を利用することができるのは、地
方税法その他の地方税に関する法律及びこれ
らの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収
または地方税に関する調査（犯則事件の調査を
含む。）に関する事務であって主務省令で定め
るものとなっており、番号法別表第一の主務省
令で定める事務を定める命令では、地方税の課
税標準の更正若しくは決定、税額の更正若しく
は決定、納税の告知、督促、滞納処分その他の
地方税の賦課徴収に関する事務又は地方税に
関する調査（犯則事件の調査を含む。）に関する
事務と定められている。
ついては、特定個人情報ファイルを以下の事務
で取り扱う。

札幌市では、地方税法（昭和25年法律第226号）
その他の地方税に関する法律及びこれらの法
律に基づく条例又は森林環境税及び森林環境
譲与税に関する法律（平成31年法律第3号）（以
下「地方税法等」という。)により、地方税又は森
林環境税（以下「地方税等」という。）の賦課、徴
収事務を行っている。

行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律（平成25年法律
第27号。以下「番号法」という。)別表第一の16項
により個人番号を利用することができるのは、地
方税法その他の地方税に関する法律及びこれ
らの法律に基づく条例又は森林環境税及び森
林環境譲与税に関する法律による地方税等の
賦課徴収または地方税等に関する調査（犯則事
件の調査を含む。）に関する事務であって主務
省令で定めるものとなっており、番号法別表第
一の主務省令で定める事務を定める命令では、
地方税等の課税標準の更正若しくは決定、税額
の更正若しくは決定、納税の告知、督促、滞納
処分その他の地方税等の賦課徴収に関する事
務又は地方税等に関する調査（犯則事件の調
査を含む。）に関する事務と定められている。
ついては、特定個人情報ファイルを以下の事務
で取り扱う。

事前

森林環境税法の施行及び番
号法の一部改正に伴う文言修
正であり、重要な変更にはあ
たらない。

令和6年2月5日
Ⅵ-3
①実施日

平成30年11月28日 令和5年12月11日 事後
第三者点検を経た記載内容の
更新であるため、重要な変更
にはあたらない。

令和6年2月5日
Ⅵ-2
⑤評価書への反映

住民意見による評価書の修正はない。

上記１点目の意見を踏まえて、「Ⅰ、4特定個人
情報ファイルの取扱いの委託」において、該当す
る委託事項については⑥委託先名に社名を反
映させた。

事後
第三者点検を経た記載内容の
更新であるため、重要な変更
にはあたらない。


